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電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）（以下「事業法」という。）第 110条の５第２項におい

て準用する同法第 110条第２項の規定により、令和８年度における第二種負担金の額及び徴収方法

の認可を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

１ 高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の額 

 

(1) 高速度データ伝送役務提供事業者 

   別表の 98事業者（令和７年 10月現在） 

 

 (2) 高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の額 

① 二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則第 3条

の規定に基づく認可申請書（ＴＣＡ支－Ｂ※※※（令和７年 10 月〇〇日）（以下「3条

許可申請書」という。別添資料１）別紙中１❶及び総務省告示第 316号（令和７年９月

12日）第 2条の規定にしたがって、高速度データ伝送役務提供事業者ごとに算定する次の

額とする。 

 

    令和７年度の申請単価 ２円／回線 × 令和８年３月末における当該高速度データ 

（別紙１）                              伝送役務提供事業者の算定対象回線数 

                            （注） 

 

（注）算定等規則第 25 条第 1 項の規定により総務大臣から支援機関に通知される令和８
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年３月末の算定対象回線数（電気通信事業報告規則（昭和 63年郵政省令第 46号）第

9 条の規定により各高速度データ伝送役務提供事業者が総務大臣に報告する令和８年

３月末における回線数）。 

 

② ①の額が当該高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額に占める割合が 100分

の３（電気通信事業法施行令（昭和 60年４月１日政令第 75条）第 5条の２第 2項）を超え

る場合は、当該算定対象収益の額に 100分の３を乗じて得た額とする（事業法第 110条の５

第 1項、算定規則第 24条第 3項）。 

    当該算定対象収益の額に 100分の３を乗じて得た額に１円未満の端数があるときは、その

端数を切り上げるものとする。 

 

２ 高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額の算定方法 

  算定規則第 27条で定められた算定方法によった。 

 

３ 第二種負担金の徴収方法 

  令和８年度の第二種負担金は、高速度データ伝送役務提供事業者ごとに上記１(2)により算定

した額を年に１回徴収することとする（3条許可申請書別紙中 2①のとおり）。 

 

(1) 納付手段 

  ① 第二種負担金の納付は、銀行振込により行うものとする。 

  ② 第二種負担金の振込手数料の負担は、第二種負担金を納付する高速度データ伝送役務提供

事業者が負うものとする。 

 

 (2) 第二種負担金額の通知 

   高速度データ伝送役務提供事業者（納付すべき第二種負担金の額が０円の事業者を除く。）

に対し、第二種負担金額を通知する。 

 ① 通知の時期 

    算定規則第 25 条第 1 項の規定に基づき総務大臣が高速度データ伝送役務提供事業者ごと

に算出する第二種負担金の額の対象となる算定対象回線数（令和８年３月末の回線数）を支

援機関が受領してから２週間以内 

  ② 通知する事項 

   ア 各高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額 

   イ 第二種負担金の納付期限  

ウ 第二種負担金を納付する口座名義・口座番号 

 

(3) 第二種負担金の納付期限 

   上記(2)①の通知の日から一月を経過した後の最初の営業日まで。 

 



(4) 延滞金の納付 

   納付期限までに第二種負担金が納付されない場合は、納付期限の翌日から納付する日までの

日数日につき１万分の４の割合を乗じた延滞金を請求するものとする（事業法第 110条の５第

2項の規定において読み替えて準用する同法第 110条第 5項。電気通信事業法施行令（昭和 64

年４月１日政令第 75号第 30条）。 

 

(5) 第二種負担金の徴収に係る銀行口座のセキュリティ対策 

支援機関の第二種負担金の徴収に係る銀行口座については、以下のセキュリティ対策を講じ

るものとする。 

① 決済性預金口座とし、預金額が全額保障されているものであること 

② 当該口座からの振込先を各高速度データ伝送役務提供事業者及び支援業務経費用の口座

に限定する。 

③ 振込手続きに係るシステム操作の認証を強化する（予め特定された者による認証操作を要

するものとする。）。 

④ 預金通帳を隔離し、現金引出しを困難とする。 

⑤ ネットバンクシステムを活用し、口座管理の迅速性を確保する。 

 

４ 第二種負担金の納付期限 

  上記３(3)のとおり。 

 

５ 第二種支援業務に係る経理の状況 

  該当なし。 

 

６ 第二種支援業務に要する費用の額の算定方法及びその算定結果 

  別紙２のとおり。 

 







第二種負担金認可申請書添付資料 

（第二号算定等規則第 23条第１項） 

 

１ 認可申請書 第二号算定等規則 様式第二 《第一号》 

２ 高速度データ伝送役務提供事業者ごとの第二種負担金の額 

《第一号》 

３ 高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額（第 27

条の規定により算定した収益額）の算定方法 《第二号》 

４ 第二種負担金の徴収方法 《第三号》 

５ 第二種負担金の納付期限 《第四号》 

６ 法 112 条の規定に基づき区分経理した第二種負担認可申請の申

請の日が属する事業年度の前事業年度における第二種支援業務に

係る経理の状況 《第五号》 ・・・ 該当なし 

７ 第二種支援業務に要する費用の額の算定方法及びその算定結果 

                              《第六号》・・・ 

１ 申書書に 

記載 
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